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　直接請求とは、住民が選挙権を有する者の一
定数以上の連署をもってその代表者から、①条
例の制定改廃、②事務の監査、③議会の解散、
④議員・長（市の場合は市長、県の場合は知事）
等の解職を請求することができるなど、住民が
直接政治に参加する制度のことです。また、現
行地方自治制度の基本となっている代表民主制
（住民が議員その他代表者を選挙し、それを通

じて政治に参加する制度）の弊害を是正するた
めのもので、住民自治などの原理に基づく住民
の基本権であると言えます。条例改廃請求の場
合は、有権者総数の５０分の１以上の者の連署を
もって、その代表者から地方自治体の長へ請求
することが地方自治法に規定されています。こ
の制度は、①請求代表者証明書の交付、②署名
の収集（期間は市の場合原則１カ月以内、直接
請求代表者または署名収集受任者が収集、署名
は自書で押印が必要）、③署名簿の提出及び署名
の効力の審査、④署名簿の返付、⑤請求の提出、
といった一連の手続によって行います。（『地
方議会用語辞典』などを引用）�

　
平
成
十
八
年
第
四
回
臨
時

会
は
、
十
月
十
七
日
（
火
）

か
ら
三
十
日
（
月
）
ま
で
の

会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。
住

民
か
ら
の
直
接
請
求
に
伴
う

議
会
招
集
は
、
昭
和
四
十
四

年
六
月
以
来
の
こ
と
で
す
。
�

　
臨
時
会
初
日
に
は
、
住
民

が
請
求
し
た
「
第
七
十
一
号

議
案
、
芦
屋
市
議
会
議
員
定

数
条
例
改
正
に
つ
い
て
」
が

市
長
か
ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

内
容
は
議
員
定
数
を
、
現
在

の
二
十
四
人
か
ら
九
人
削
減

し
て
十
五
人
と
す
る
も
の
で

す
。
こ
の
議
案
に
つ
い
て
は
、

市
長
の
意
見
を
聞
い
た
後
、

直
接
請
求
代
表
者
で
あ
る
、

大
嶋
三
郎

氏
か
ら
意

見
の
陳
述

が
あ
り
ま

し
た
。
ま

た
、
「
請

願
第
三
十

六
号
、
議

員
定
数
を

削
減
し
な

い
よ
う
求

め
る
請
願

書
」
も
提

出
さ
れ
、

二
件
は
、

全
議
員
で

構
成
す
る

「
直
接
請

求
に
基
づ

く
議
員
定

数
条
例
審

査
特
別
委

員
会
」
で

審
査
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
�

　
同
委
員
会
は
、
十
月
十
七
日
と

二
十
四
日
に
委
員
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
二
十
四
日
開
催
の
委
員
会

で
は
、
請
願
第
三
十
六
号
の
請
願

者
か
ら
口
頭
陳
述
が
あ
り
、
請
願

紹
介
議
員
か
ら
も
補
足
説
明
を
受

け
ま
し
た
。
ま
た
、
第
七
十
一
号

議
案
に
関
し
て
は
、
直
接
請
求
代

表
者
の
う
ち
三
人
を
参
考
人
と
し

て
招
致
し
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
後
、
市
長
の
意
見
に
対
し
て

も
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。
討
論
で

は
多
く
の
委
員
が
賛
否
の
意
見
を

表
明
し
、
委
員
会
と
し
て
は
、
直

接
請
求
案
、
請
願
と
も
賛
成
少
数

で
否
決
、
あ
る
い
は
不
採
択
に
す

べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。
�

　
十
月
三
十
日
開
催
の
本
会
議
で

は
、
特
別
委
員
会
で
の
審
査
の
経

緯
と
結
果
に
つ
い
て
委
員
長
報
告

が
あ
り
、
こ
の
後
、
第
七
十
一
号

議
案
と
請
願
第
三
十
六
号
の
二
件

に
対
す
る
討
論
を
各
会
派
か
ら
代

表
一
人
と
会
派
に
属
さ
な
い
議
員

の
う
ち
一
人
が
行
い
ま
し
た
。
（
二

面
に
関
連
記
事
）
こ
の
後
、
表
決

の
結
果
、
第
七
十
一
号
議
案
は
一

対
二
十
二
の
賛
成
少
数
で
否
決
に
、

請
願
第
三
十
六
号
も
賛
成
少
数
で

不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。
�

　
本
会
議
・
委
員
会
を
通
じ
て
の

意
見
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。
�

▼
直
接
請
求
代
表
者
の
意
見
�

　
議
員
定
数
を
十
五
人
と
す
る
根

拠
は
、
①
人
口
、
面
積
的
に
近
隣

都
市
と
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
あ
る
、

②
都
市
の
成
熟
度
が
高
く
、
本
市

が
特
に
発
展
的
な
地
域
産
業
も
な

い
住
宅
都
市
で
あ
る
、
③
議
員
定

数
削
減
の
地
方
自
治
法
改
正
の
流

れ
が
あ
る
、
④
議
員
の
質
の
向
上

が
必
要
で
あ
る
、
⑤
赤
字
再
建
団

体
へ
の
転
落
回
避
を
理
由
に
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
や
負
担
増
が
求

め
ら
れ
て
い
る
、
こ
と
に
あ
る
。
�

　
芦
屋
市
を
日
本
一
ス
リ
ム
で
、

効
率
よ
く
市
政
が
行
わ
れ
て
い
る

モ
デ
ル
の
市
議
会
に
し
た
い
。
議

員
定
数
削
減
は
市
民
の
声
で
あ
り
、

時
代
の
流
れ
で
も
あ
る
。
市
の
財

政
が
破
綻
寸
前
で
あ
り
市
民
へ
の

負
担
増
が
進
む
中
、
議
員
が
九
人

減
れ
ば
、
一
億
円
以
上
の
税
金
が

節
約
で
き
る
。
そ
れ
を
市
民
の
た

め
有
効
に
使
っ
て
ほ
し
い
。
�

▼
市
長
の
意
見
�

　
議
員
定
数
は
、
議
会
の
責
任
と

判
断
で
決
め
る
べ
き
。
そ
の
と
き

ど
き
の
議
会
が
定
め
た
定
数
が
適

正
と
考
え
る
。
�

▼
請
願
第
三
十
六
号
の
請
願
者
・

請
願
紹
介
議
員
の
意
見
�

　
議
員
を
減
ら
せ
ば
政
治
は
良
く

な
ら
な
い
。
議
員
数
が
多
い
ほ
ど

多
様
な
意
見
が
反
映
で
き
る
。
市

民
の
願
い
を
し
っ
か
り
受
け
止
め

ら
れ
る
数
・
質
と
も
に
そ
ろ
っ
た

議
会
が
必
要
で
あ
る
。
議
会
運
営

に
関
し
て
も
今
の
定
数
が
ぎ
り
ぎ

り
で
あ
る
。
�

▼
各
会
派
等
の
意
見
�

　
二
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
�

№５8
（臨時号）（臨時号）�
№５8

（臨時号）�

直
接
請
求
に
伴
い
臨
時
会
を
開
催
�

　 

住
民
請
求
の
議
員
定
数
九
名
削
減
案
を
否
決�

　芦屋市議会は、住民から直接請求制度に基づき提出さ
れた「芦屋市議会議員定数条例改正について」を審議す
るため、１０月１７日（火）から３０日（月）まで、第４回臨
時会を開催しました。今回の直接請求は、１カ月間の署
名期間中に８,８５５人の有効署名を集め、市長に提出された
ものです。実質的な審査を行いました「直接請求に基づ
く議員定数条例審査特別委員会」では、直接請求の代表
者を参考人として招致し、条例改正を求めた理由や背景
などについて詳細に質疑を行いました。概要は以下のと
おりです。�

特別委員会審査風景特別委員会審査風景�特別委員会審査風景�

直接請求の流れと議会での審議�
 月 日    会議名等 　　　　　　　　　　内　　　　　　容�
 ７月１９日  請求代表者が市長に条例改正請求代表者証明書の交付を申請�
 ７月２６日  市長が請求代表者に条例改正請求代表者証明書を交付、告示�
 ８月３０日  請求代表者が市選挙管理委員会に署名簿を提出�
 ９月５日 本 会 議 市議会第３回（９月）定例会が開会�
 ９月１９日  市選挙管理委員会が、提出された署名簿の署名総数等を告示（署�
   名簿の署名数　１０,２１３人、内有効署名数　８,８４７人）�
  ９月２０日から 市選挙管理委員会で署名簿を関係人に縦覧�
　　　　 ２６日まで 署名の有効・無効に関して異議申立あり�
 ９月２５日 本 会 議 市議会が地方自治法第７４条第４項（直接請求代表者が市議会で�
   意見陳述すること）に関する手続を議会運営委員会に委任�
   市議会第３回（９月）定例会が閉会�
 ９月２７日  市選挙管理委員会は異議の申立１５件のうち８件を容認（無効署名�
   としていたものを有効署名とした）�
 ９月２９日  市選挙管理委員会は有効署名総数を８,８５５人と決定。また、署名�
   簿を請求代表者に返付�
   請求代表者が市長に署名簿を添えて条例改正の請求�
   市長はこれを受理し請求代表者の住所氏名及び請求の要旨を告�
   示�
 １０月１０日  市長は臨時市議会を１０月１７日に招集することを告示�
 １０月１１日 議会運営 １０月１７日開催の市議会本会議で、直接請求代表者が意見陳述す�
  委 員 会 ることなどを決定、告示 �
 １０月１３日  あたたかい民主市政をつくる芦屋市民の会が「議員定数を削減�
   しないよう求める請願書」（請願第３６号）を市議会に提出�
 １０月１６日 議会運営 １０月１７日開催の市議会本会議で、第７１号議案、芦屋市議会議員�
  委 員 会 定数条例改正について（直接請求による議員定数削減案）と臨�
   時会の付議事件として追加告示した請願第３６号を本会議の議題�
   とすることを決定�
 １０月１７日 本 会 議 市議会第４回臨時会を開会�
   臨時会の会期を１０月３０日までとすることを決定�
   第７１号議案を議題とし、市長から議案提出の説明と市長の意見�
   について説明を受け、直接請求代表者から意見陳述を受ける�
   全議員で構成する「直接請求に基づく議員定数条例審査特別委�
   員会」を設置�
   第７１号議案と請願第３６号を同特別委員会に付託�
  定数特委 特別委員会委員長に中島健一氏、副委員長に山村悦三氏を選出�
   特別委員会に各派代表者で構成する理事会を設置することを決�
   定�
  定数特委 特別委員会での審査の進め方などについて協議�
  理 事 会�
  定数特委 請願第３６号の請願者の口頭陳述、請願紹介議員の補足説明�
   １０月２４日開催の委員会で請求代表者を参考人として招致するこ�
   とを決定�
 １０月２４日 定数特委 請願第３６号の紹介議員に対する質疑、第７１号議案に関し参考人�
   （請求代表者）に対する質疑、当局に対する質疑�
   第７１号議案と請願第３６号に関する討論・表決�
 １０月２７日 議会運営 １０月３０日開催の本会議の進め方について協議�
  委 員 会�
 １０月３０日 本 会 議 直接請求に基づく議員定数条例審査特別委員会委員長報告�
   第７１号議案と請願第３６号に関する討論・表決�
※会議名欄「定数特委」は直接請求に基づく議員定数条例審査特別委員会のことです。�

直接請求とは�


